
1 

 

電力広域的運営推進機関 活動状況報告（平成３０年２月～３月） 

 

項目 主要活動内容 

１． 理事会の活動 

① 理事会の審議 

（参考資料 1ページ参照） 

・理事会を、第 141回から第 147回まで計 7回開催 

（議案 29件、報告 9件審議）。 

② 会員への指示 

（参考資料 2ページ参照） 

・2月 1日から 2日に 5会員に、2月 22日に 6会員に、東京

エリアの需給状況改善のため、電気の融通指示を実施。 

（最大 263万 kW、受給電力量 6,880万 kWh） 

※参考 1月実績 

・1月 23日から 26日に 8会員に、東京エリアの需給状況改

善のため、電気の融通指示を実施。 

（最大 200万 kW、受給電力量 6,030万 kWh） 

③ 電気供給事業者への 

指導・勧告 

・当該期間での該当事項なし。 

 

④ 系統アクセス業務 

 

・ 3月 28日までの受付・回答状況は下表のとおり。 

（取下げ案件については、未計上）  

平成 29年度 
受付件数 回答済件数 

4～1月 2～3月 4～1月 2～3月 

事前相談 98 7 98 12 

接続検討 44 9 44 9 

妥当性確認 0 0 0 0 

問合せ対応 238 43 238 43 
 

２．苦情処理・紛争解決業務 

 

・ 3月 28日までの受付・対応状況は下表のとおり。 

平成 29年度 
受付件数 対応済件数 

4～1月 2～3月 4～1月 2～3月 

苦情・相談 28 4 25 5 

あっせん 

調停 
0 0 0 0 

 

３． 全国及び供給区域ごとの

需要に対する適正な供給

力の確保状況の評価 

（参考資料 3ページ参照） 

・平成 30 年 2 月：東京エリアは、強い寒気の影響による需

要増加とこれに伴う揚水発電可能量の減少による需給悪

化が見込まれ、融通指示電力を受電し供給力を確保した。 

 全国及びその他の供給区域は需要に対して、安定供給に必

要な供給力が確保されていた。 

・平成 30 年 3 月：全国及びその他の供給区域は需要に対し

て、安定供給に必要な供給力が確保されていた。 
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４． 需要者が自らに電気を供

給する事業者を変更する

際の手続きの円滑化を図

ることを目的とする業務

の実施状況 

 

・2 月 28 日までのシステム利用状況は、参考資料 4 ページ

のとおり。 

・スイッチング支援に関する実務者会議を今年度 8 回開催

（5/18、6/15、7/20、9/21、10/19、11/16、1/18、3/15）。

システム運用開始後のルール面及びシステム面の課題は 2

月末で 66 件あり、今年度対応済 40 件、検討中 26 件、そ

の内システム改良 2件完了。 

５． その他 

① 広域系統整備委員会 

（参考資料 5ページ参照） 

・委員会 2回開催（開催日 2/14、3/9） 

・広域系統長期方針後の取組事項に係る議論 

 流通設備効率の向上（2/14） 

 費用対便益評価（3/9） 

 アクセス業務の在り方（3/9） 

・中国九州間連系線に係る検討の方向性（3/9） 

② 調整力及び需給バラ

ンス評価等に関する

委員会 

（参考資料 7ページ参照） 

・委員会 1回開催（開催日 3/5） 

・平成 30 年 1 月 22 日から 2 月 2 日及び 2 月 22 日の東京エ

リア需給状況について報告。 

・北海道本州間連系設備増強後のマージンの設定及び今後

の活用方法の検討について議論。 

・確率論的必要供給予備力算定手法による必要供給予備力

の検討について、算定ツールの改修状況及び平成 28 年度

の検討で挙げられた課題への対応状況について報告。 

・その他、電源入札等に関する議論を実施。 

③  地域間連系線及び地

内送電系統の利用ル

ール等に関する検討

会 

（参考資料 8ページ参照） 

・検討会 2回開催（開催日 2/7、3/20） 

・地内送電系統における作業停止調整に関する検討を継続。 

 発電制約量売買方式（暫定運用）の調整方法、発電制

約量売買方式（暫定運用）の基準値の在り方（2/7） 

 作業停止計画の情報共有の在り方について（2/7） 

 発電制約対象設備の選定、作業停止計画と発電制約量

調整の実施時期（3/20） 

・間接オークションに関する報告を実施。 

 間接オークションの施行時期について（3/20） 

④  容量市場の在り方等

に関する検討会 

（参考資料 9ページ参照） 

・検討会 2回開催（開催日 2/1、3/5） 

・資源エネルギー庁との共同事務局による当該検討会にお

いて、主に以下について議論を行った。 

 ＤＲの参加のあり方について 

 未回収リスクへの対応について 

 需要曲線作成にあたっての論点整理 

 リクワイアメント・アセスメント・ペナルティに関す

るルール整備に向けた事前確認 
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・今後も円滑な制度導入に向け鋭意検討を継続する。 

⑤ 情報セキュリティに 

関する取組み 

（参考資料 10ページ参照） 

・平成 30年度情報セキュリティ対策推進計画を策定。 

・会員向けの啓発活動として、自己診断を昨年度に引き続き

全会員に依頼。経済産業省からの依頼文も同封。 

・電力 ISACからの脆弱性情報を全会員に今年度 22回提供。 

 


